
 

公務員の給与改定に関する取扱いについて 

 

平 成 29年 11月 17日 

閣 議 決 定 

 
１ 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務

員の給与については、去る８月８日の人事院勧告どおり改定
を行うものとする。また、給与制度の総合的見直しを完成さ
せる。 

 
２ 特別職の国家公務員の給与については、おおむね１の趣旨

に沿って取り扱うものとする。 
 
３ １及び２の措置に併せ、次に掲げる各般の措置を講ずるも

のとする。 
 

(1) 国の行政機関の機構及び定員については、「国の行政機
関の機構・定員管理に関する方針」（平成26年７月25日閣
議決定）に沿って、厳格に管理を行う。 

 
(2) 国家公務員の退職手当については、人事院から示された

退職給付に係る官民比較調査の結果及び見解を踏まえ、官
民均衡を図るために設けられている調整率の改定により、
平成30年１月１日から支給水準の引下げを行う。 

 
４ 独立行政法人（総務省設置法（平成11年法律第91号）第４

条第１項第７号に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）
の役職員の給与改定に当たっては、「独立行政法人改革等に
関する基本的な方針」（平成25年12月24日閣議決定）を踏ま
え、適切に対応する。 

また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっては、国家
公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正
な給与水準となるよう厳しく対処するとともに、必要な指導
を行うなど適切に対応する。 

  独立行政法人及び特殊法人等の役職員（独立行政法人通則
法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第２条
第４項に規定する行政執行法人の職員を除く。）の退職手当
についても、国家公務員の退職手当の見直しの動向に応じて、
通則法等の趣旨を踏まえつつ、今般の国家公務員の退職手当
制度の改正に準じて必要な措置を講ずるよう要請等を行う。 

 



 

５ 地方公務員の給与改定及び退職手当の引下げについては、各
地方公共団体において、地方公務員法の趣旨に沿って適切に
対応するとともに、厳しい財政状況及び各地方公共団体の給
与事情等を十分検討の上、既に地域における国家公務員又は
民間の給与水準を上回っている地方公共団体にあっては、そ
の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう要請するものと
する。 

また、国家公務員における給与制度の総合的見直しを踏ま
え、地方公務員給与についても、地域民間給与のより的確な
反映などの見直しを引き続き推進するよう要請するものとす
る。 

さらに、地方公共団体の適正な定員管理及び人件費の抑制
に支障を来すような国の施策を厳に抑制するとともに、地方
公共団体に対し、行政の合理化、能率化を図り、適正な定員
管理の推進に取り組むよう要請するものとする。 

 


